
独立行政法人大学評価・学位授与機構の年度計画（平成２３年度） 

 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 業務については、既存経費の見直しを行い、業務の効率化を図る。また、一般管理費（退職手

当を除く。）については、計画的削減に努め、平成２２年度予算に比較して３％以上の削減を図る

ほか、その他の事業費（退職手当を除く。）について、平成２２年度予算に比較して１％以上の削

減を図る。 

① 省エネルギー化に対応するため、光熱水量の節約及び環境整備に努める。 

② グループウェアをはじめとするＩＴの積極的な活用を進め、情報伝達の迅速化、情報の共有化、

ペーパーレス化等の対策に取り組む。 

③ 各事業に係る経費（旅費、消耗品費、会議費等）について随時見直し、業務の効率化を進める。 

 

２ 各事業の業務量の変動に伴い、必要に応じて組織の見直しを行うとともに、人員の適正配置を

実施する。 

 

３ 独立行政法人国立大学財務・経営センターとの統合については、「独立行政法人の抜本的な見直

しについて」（平成２１年１２月２５日閣議決定）において、当面凍結されているが、必要に応じ

適切な対応を行う。 

 

４ 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、随意契約の適正化を推進するこ

ととする。 

① 機構が策定する「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状

況を公表する。 

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行う場合には、競争

性、透明性が十分確保される方法により実施する。 

また、１者応札・応募改善への取組を、着実に実施し、改善に向けて努力する。 

③ 内部監査、第三者（監事等）及び契約監視委員会により、契約をはじめとする会計処理に対す

る適切なチェックを行う。 



５ 内部統制 

機構長のリーダーシップのもと、中期目標に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、機構のミッ

ション、機構に与えられた目的・目標を効果的かつ効率的に達成するため、次の取組を行う。 

① 自己点検・評価の実施 

自己点検・評価委員会を開催し、管理運営を含むすべての業務について適切な進行管理や業務

遂行にあたっての課題のほか、さらなる向上に向けた課題解決等も視野に入れて以下のとおり点

検調査を実施する。平成２２年度の各事業の業務実績に係る自己点検・評価を実施する。その際、

年度計画の項目ごとに業務実績をとりまとめ、その結果を整理・分析して、自己点検・評価に反

映し、業務実績報告書を作成・公表する。 

さらに、平成２３年度の各事業の業務実績に係る自己点検・評価を円滑に実施するために年度

計画に対する達成状況調査を行い、業務の適切な実施を確認し、職員の業務の進行管理に対する

意識を高める。 

また、年度計画に対する達成状況調査等で把握した課題等を踏まえ、平成２４年度年度計画を

策定する。 

② 職員に対する機構の管理・運営方針の周知徹底 

機構の管理・運営方針の周知徹底や情報の共有を目的として、機構の幹部職員で構成する企画

調整会議を月例で開催する。 

③ 監査の実施 

監事と連携の上、内部監査を行う。さらに、機構業務の総合的な運営の改善に資することを目

的として、監事監査を実施する。 

④ 予算の戦略的な配分と執行管理 

戦略的・機動的に予算を配分するため、機構長等役員が各担当から予算ヒアリングを実施する

とともに、機構長裁量経費を確保する。また、予算が業務別に計画どおりに適正に執行されてい

るかを四半期毎にモニタリングを行い、効率的な執行に努める。 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措

置 

 

１ 総合的事項 

 

（１）自主性・自立性の確保という趣旨を十分に踏まえ、次の組織を運営するために必要な大学関係

者及び学識経験者等の参画を得る。 

  ① 評議員会     

  ② 運営委員会 

  ③ 大学機関別認証評価委員会 

  ④ 高等専門学校機関別認証評価委員会 



  ⑤ 法科大学院認証評価委員会 

  ⑥ 国立大学教育研究評価委員会 

  ⑦ 学位審査会 

（２）自己点検・評価委員会を開催し、すべての業務・事業に対して自己点検・評価を実施し、業務

実績報告書を作成・公表する。 

 

２ 大学等の教育研究活動等の状況についての評価 

 

 ○ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究活動等に関する評価 

① 第１期中期目標期間の国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究活動等の評価につ

いて、多面的な調査を行うこと等により検証する。 

② 第２期中期目標期間の国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究活動等の評価に向

けて業務を独占しない評価の在り方等にも配慮して評価方法を検討する。 

 

３ 学位授与 

 

（１）単位積み上げ型による学士の学位授与について 

① 当該年度２回（４月期と１０月期）の申請受付を実施する。審査にあたっては、申請者に対し

単位修得状況及び学修成果の提出を求め、修得単位の審査の基準を満たしているか、学修成果が

学士の水準に達しているか、さらに学修成果の内容が申請者の学力として定着しているかについ

て審査の上、総合的に判定し、申請者に対して６月以内に判定結果を通知する。判定の結果、学

士としての水準を有していると認められる者に対しては学位を授与する。 

② 不合格者に対して、必要に応じ、不合格理由をより詳細に通知するなど、透明性・客観性に配

慮しつつ審査を行う。 

③ 我が国における高等教育段階での学習機会の多様化や学問の進展、大学における教育の実施状

況等を踏まえ、必要に応じて機構が定める専攻の区分や修得単位の審査の基準等について見直し、

整備する。 

④ 申請者の意見を踏まえた「新しい学士への途」の改正や、申請方法の電子化の推進、試験会場

の増設など、申請者にとっての利便性の向上に資する方策について、事業の円滑な実施と業務の

効率化とのバランスを踏まえつつ検討し、必要なものから実施する。 

⑤ 身体に障害のある申請者に対しては、試験場を別途準備するなど、障害等の種類、程度に応じ

た受験上の特別措置を講じる。 

⑥ 短期大学又は高等専門学校に設置する専攻科の認定申出については、当該専攻科が大学教育に

相当する水準であるかなどの観点で審査を行い、年度内に当該専攻科の設置者に対して認定の可

否を通知する。 

⑦ 既に認定を受けた専攻科の教育が大学教育に相当する水準を維持していることを担保するた



めに、当該年度の審査対象専攻科の教育の実施状況等について審査を行い、必要に応じ審査結果

に基づく所要の改善等を求める。 

⑧ 専攻科認定申出等に関し、申請書類及び必要書類の記入例等の情報を電子媒体等で提供する。 

⑨ 申請者に係る審査及び専攻科の認定等を適切に行うため、国公私立大学の教員等で高度の学識

を有する者を審査委員に委嘱し審査組織を整備する。また、その組織・運営に関しては、審査委

員の負担を考慮しつつ、必要に応じて見直し、改善を図る。 

⑩ 学士の学位授与業務の改善等に資することを目的として、学位取得者等に対するアンケート調

査を実施する。 

 

（２）省庁大学校修了者に対する学位授与について 

① 省庁大学校の課程の認定申出については、当該課程が大学又は大学院教育に相当する水準であ

るかどうか、大学設置基準又は大学院設置基準に準じて審査を行い、年度内に当該課程の設置者

に対して認定の可否を通知する。 

② 既に認定を受けた課程の教育が、大学又は大学院と同等の水準を維持していることを担保する

ために、当該教育課程の教育の実施状況等について審査を行い、必要に応じ審査結果に基づく所

要の改善等を求める。 

③ 当該年度の省庁大学校の課程を修了し、学位授与申請を行う者に対して申請受付を実施する。

学士については単位修得状況及び課程修了証明書に基づき申請後１月以内に審査を終了し、学士

の水準を有していると認められる者に学位を授与する。また、修士及び博士については規則に定

められた期間内に単位修得状況の審査に加え、論文及び口頭試問による審査を行い、修士又は博

士としての水準を有していると認められる者に対して学位を授与する。 

④ 課程認定申出等に関し、申請書類及び必要書類の記入例等の情報を電子媒体等で提供する。 

⑤ 申請者に係る審査及び課程の認定等の審査を適切に行うため、国公私立大学の教員等で高度の

学識を有する者で構成する審査組織を整備する。また、その組織・運営に関しては、審査委員の

負担を考慮しつつ、必要に応じて見直し、改善を図る。 

⑥ 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２月７日閣議決定）」を踏ま

え、省庁大学校の課程修了者に対する学位授与について、審査体制等の見直しにより事業費の収

支均衡を図る。 

 

４ 調査及び研究 

 

○ 大学等の教育研究活動等の状況についての評価及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の

評価に関し、高等教育の質保証の観点から横断的・融合的な研究開発を推進し、その研究成果の事業

への反映を図るなど、さらなる調査研究機能の実質化を推進するとともに、教員の資質向上及び活性

化を促進することを目的として、「評価研究部」と「学位審査研究部」を統合し、「研究開発部」を設

置する。 



また、機構の喫緊の研究課題に迅速かつ適切に対応するため、教員及び事務職員による協働組織と

して企画室を設置する。 

 

（１）大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査及び研究 

① 大学評価システムの検証と開発に関する研究 

○ 大学の個性の伸長に資するための新たな評価の開発に関する調査研究を行うとともに、認証

評価や国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究活動などに関する評価などの、過去

に行った評価の検証に関する調査研究を行う。 

○ 日中韓質保証機関協議会での合意に基づく国際共同プロジェクトを、組織横断的な体制のも

とで実施する。 

② 大学等の質的向上に資する評価活動に関する研究 

○ 大学等の内部で行われる教育研究の評価・質向上の取組や計画策定方法に係る調査を行い、

大学の教育研究や経営の質の向上に関する評価活動の在り方に関する研究を行う。 

③ 大学評価に必要な情報の確立に関する研究 

○ 大学の教育研究活動に関するデータや情報に関してデータベース等による収集・公表や分析

の方法、ＩＲ（インスティテューショナル・リサーチ）などの評価人材の育成の基盤構築に係

る調査研究を行う。 

○ 学習成果アセスメント等の手法についての研究を行い、国際シンポジウムを開催する。 

 

（２）学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査及び研究 

① 学位の構造・機能と国際通用性に関する研究 

ア 学位・単位制度に関する理論的基底及び国内外の最新動向を把握するとともに、学位授与に

必要とされる学習の要件と体系性に関する研究を深化させる。 

イ 学位取得後１年及び５年を経過した者に対するアンケート調査を実施し、現行制度の現状と

機能を把握する。また、単位積み上げ型の学位授与の審査における小論文試験問題の内容分析

を行うとともに、科目分類支援システムのさらなる洗練化を図る。 

さらに学位授与２０周年事業として、制度の在り方を歴史的に検証する。 

② 高等教育レベルの学習の多様化に応じた学習の成果の評価に関する研究 

ア 複数の高等教育機関において取得された単位の累積に基づいて学位を授与するシステムと、

単位制度や単位互換制度等それを支援する仕組みに関する調査研究を継続する。 

イ 国内外における大学外の高等教育レベルの多様な学習の成果を、大学の単位として認定する

方法について調査研究を行う。 

 

（３）研究成果の公表等 

① 学術誌『大学評価・学位研究』を年に１回以上発行し、関係高等教育機関へ送付する。 

また、投稿された論文等をウェブサイトに掲載し、外部に公表・提供する。 



② 各研究者の研究業績等をウェブサイトに掲載し、公表する。 

③ 科学研究費補助金など外部資金の獲得及び適正な執行支援のため、研究者に対し説明会等を開

催する。 

④ 機構の学位授与事業２０周年・大学評価事業１０周年記念事業として、国際シンポジウム等を

開催する。 

 

 ５ 情報の収集、整理、提供 

 

（１）大学等の教育研究活動等の状況について、評価に資するための国内外の情報の収集、整理、

提供 

① 大学等及び他の評価機関の行う評価活動に資するため、教育研究活動等の状況に関する情報、

大学等の自己点検・評価等の情報、及び国内外の評価に関する情報を収集・整理し、提供する。 

② 平成２０年度に作成した「高等教育に関する質保証関係用語集」、「高等教育に関する質保証

システムの概要（日本版）」等の資料を提供するとともに、諸外国の「高等教育分野における

質保証システムの概要（各国版）」を順次作成する。また、学位の質保証等の情報等を収集・

整理し、提供する。 

「国際的な大学連携プログラムの質保証に関する調査研究」に関しては調査研究を実施し情

報収集・提供等を行う。 

③ 既存の大学情報データベースは将来的な廃止を見据え、最低限の機能を維持しコスト削減を

図る。 

新データベース開発委員会において、新たなデータベースの在り方及びシステム設計に向け

た検討を行う。 

④ア 広報誌「機構ニュース」を毎月発行するほか、ウェブサイト等を活用し、評価事業に関す

る情報を提供する。 

イ ウェブサイトの利用動向を分析し、ウェブサイトの環境整備、広報活動に役立てる。 

 

（２）大学における各種の学習の機会等に関する情報の収集、整理、提供 

① 大学等で行われている学習機会等に関する情報を収集・整理し、提供する。 

② 「平成２４年度科目等履修生制度の開設大学一覧」及び「平成２３年度大学評価・学位授与機

構認定短期大学・高等専門学校専攻科一覧」を作成し、機構のウェブサイトにおいて公開する。 

③ア 広報誌「機構ニュース」を毎月発行するほか、ウェブサイト等を活用し、学位授与事業に関

する情報を提供する。 

イ ウェブサイトの利用動向を分析し、ウェブサイトの環境整備、広報活動に役立てる。 

 

６ 認証評価 

（１）大学、高等専門学校の教育研究活動等の総合的状況に関する評価 



① 評価体制の整備等 

○ 大学、高等専門学校からの評価の申請状況に応じた評価体制を整え、評価の実施に必要な評

価者を確保する。また、適宜評価体制等の見直しを図るとともに、評価担当者の研修を適切に

実施する。さらに、新たな評価の実施に向けて検討を行う。 

○ 民間評価機関とのイコールフッティングを図るため、評価手数料の見直しを行う。 

② 評価の実施 

申請を受け付けた大学、高等専門学校について、評価を適切に実施し、評価報告書を当該大学、

高等専門学校及び設置者に提供し、並びに公表する。 

③ 評価の受付 

平成２４年度に実施する評価について、大学、高等専門学校から評価の申請を受け付ける。 

④ 評価結果の検証等 

平成２２年度に評価を実施した大学、短期大学、高等専門学校に対し、評価結果が実際の教育

研究活動等の改善に結びついているか等、評価の有効性、適切性について多面的な検証を実施す

る。また、今後の認証評価の実施方法等の検討に資するための検証を行う。 

 

（２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価 

① 評価体制の整備等 

法科大学院の教育研究活動の状況に関する評価について、大学からの評価の申請状況に応じた

評価体制を整え、評価の実施に必要な評価者を確保する。 

また、適宜評価体制等の見直しを図るとともに、評価担当者の研修を適切に実施する。 

② 評価の実施 

申請を受け付けた大学の法科大学院について、評価を適切に実施し、評価報告書を当該法科大

学院を置く大学に提供し、並びに公表する。 

③ 評価の受付 

平成２４年度に実施する評価について、法科大学院を置く各大学から評価の申請を受け付ける。 

④ 評価結果の検証等 

平成２２年度に評価を実施した法科大学院に対し、評価結果が実際の教育研究活動等の改善に

結びついているかなど、評価の有効性、適切性について多面的な検証を実施する。また、今後の

認証評価の実施方法等の検討に資するための検証を行う。 

 

７ その他上記の業務に附帯する業務 

 

（１）評価文化の定着と評価に携わる人材の育成 

① 国内の評価機関等との連絡協議会を開催し、評価事業の円滑な実施に向けた連絡調整及び連

携・協力を行う。 

② 大学等の評価関係者等の育成を図るため、大学等の評価関係者等に対する研修等を行う。 



 

（２）国際的な質保証に関する活動 

国際的な質保証ネットワーク及び国際機関等の行う会議等に積極的に参加するとともに、海外の

質保証機関等と質保証に関する連携協力による活動を行う。 

特に、日中韓における質保証の連携を緊密にするとともに質保証の国際会議開催を通してアジア

における質保証の連携強化を図る。 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

１ 予算    別紙１のとおり 

２ 収支計画  別紙２のとおり 

３ 資金計画  別紙３のとおり 

４ 人件費の削減 

国家公務員の人件費改革及び「独立行政法人の事務・事業見直しの基本方針（平成２２年１２月

７日閣議決定）」を踏まえ、事務、事業の見直しを行い、常勤役職員に係る人件費の圧縮を図り、

平成２３年度の常勤職員に係る人件費を平成１７年度に比べて概ね６％以上削減するとともに、給

与水準の適正化に取り組む。 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

１ 短期借入金の限度額  ６億円 

 

２ 短期借入金を必要とする事態としては、運営費交付金の受入れに遅延が生じた場合、予定して

いない退職手当の支出などにより緊急に資金が必要となる場合等が想定される。 

 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

小平第二住宅については、入居者が５割を下回り、その改善の見込みがない場合には、国の資産債

務改革の趣旨を踏まえ、売却等の措置を検討する。 

 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

機構の決算において、剰余金が発生したときは、評価業務、学位授与業務、調査研究業務及び情報

収集・整理・提供業務の充実に充てる。 

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 



１ 人事に関する計画 

（１）方針 

① 業務運営の効率化を推進し、国立大学法人評価事業及び学位授与事業の運営体制の見直しを行

い、業務量の変動に応じた柔軟な組織体制を構築するとともに、人事交流により幅広い人材の確

保を図り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。 

② 特に事務系職員には、専門的な能力の向上を図るため、実践的研修を実施するとともに専門的

研修事業の活用を行う。 

 

（２）人員に係る指標 

常勤職員数（期限付職員を除く。）については、適宜、業務等を精査し、職員数の適正化に努め

る。 



別紙１

（単位：百万円）

区　別 金　額

収入

　運営費交付金 1,484

　大学等認証評価手数料 45

　学位授与審査手数料 105

　その他 8

計 1,642

支出

　業務等経費 1,200

　　うち　人件費（退職手当を除く） 797

　　　　　物件費 396

　　　　　退職手当 6

　大学等評価経費 45

　学位授与審査経費 105

　一般管理費 292

　　うち　人件費（退職手当を除く） 188

　　　　　物件費 99

　　　　　退職手当 4

計 1,642

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成23年度　予算



別紙２

（単位：百万円）

区　別 金　額

費用の部 1,624

　経常費用 1,624

　　業務等経費 1,159

　　大学等評価経費 45

　　学位授与審査経費 105

　　一般管理費 278

　　減価償却費 36

　財務費用 0

収益の部 1,624

　運営費交付金収益 1,430

　大学等認証評価手数料 45

　学位授与審査手数料 105

　資産見返物品受贈額戻入 7

　資産見返運営費交付金戻入 30

　雑収入 8

純利益 0

総利益 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成23年度　収支計画



別紙３

（単位：百万円）

区　別 金　額

資金支出 1,642

　業務活動による支出 1,588

　投資活動による支出 54

　財務活動による支出 0

　

　次期中期目標期間への繰越金

資金収入

　業務活動による収入 1,642

　　運営費交付金による収入 1,484

　　その他の収入 158

　投資活動による収入 0

　財務活動による収入 0

　前期中期目標期間よりの繰越金 0

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

平成23年度　資金計画
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